
〈2025.04.01～〉                             

（別紙）利用料金説明書 
社会福祉法人 みのり福祉会 

 特別養護老人ホーム ソラーナ 

利用料金 
・介護保険給付対象サービス料金について、国が定める負担割合（介護保険負担割合証）に応じて利用料金

をご負担いただきます。 

・ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス料金の全額をいったんお支払いいただきま

す。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス

提供証明書」を交付します。 

 

(1) 介護保険給付対象サービス  
 ※下記については、１割負担の場合をお示ししています。 

 ①施設サービス費（基本報酬） 

区分 

国が定める 

１日当たりの利用料金 

国が定める負担割合に応じた 

１日当たりの自己負担額(１割負担の場合) 

従来型個室・多床室 従来型個室・多床室 

要介護１ ５，８９０円 ５８９円 

要介護２ ６，５９０円 ６５９円 

要介護３ ７，３２０円 ７３２円 

要介護４ ８，０２０円 ８０２円 

要介護５ ８，７１０円 ８７１円 

②個別加算（利用者の状況、施設の対応に応じて、下記を加算する場合があります。） 

 １割負担の場合 

栄養マネジメント強化加算       １日につき １１円 

退所時栄養情報連携加算        １回につき ７０円 

再入所時栄養連携加算         １回につき ４００円 

退所時情報提供加算          １回につき ２５０円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）        １日につき １２円 

個別機能訓練加算（Ⅱ）        １月につき  ２０円 

個別機能訓練加算（Ⅲ）        １月につき ２０円 

初期加算               １日につき ３０円 

経口移行加算             １日につき ２８円 

経口維持加算             １月につき ４００円 

療養食加算              １食につき ６円 

外泊時費用加算            １日につき：ただし月６日限度 ２４６円 

看取り介護加算（Ⅰ）         死亡日 45日前～31 日前 ７２円 

看取り介護加算（Ⅰ）         死亡日 30日前～4日前 １４４円 

看取り介護加算（Ⅰ）         死亡日前日・前々日 ６８０円 

看取り介護加算（Ⅰ）         死亡日当日 １，２８０円 

看取り介護加算（Ⅱ）         死亡日 45日前～31 日前 ７２円 

看取り介護加算（Ⅱ）         死亡日 30日前～4日前 １４４円 

看取り介護加算（Ⅱ）         死亡日前日・前々日 ７８０円 

看取り介護加算（Ⅱ）         死亡日当日 １，５８０円 

認知症専門ケア加算(Ⅰ)        １日につき ３円 

認知症専門ケア加算(Ⅱ)        １日につき ４円 

認知症行動・心理症状緊急対応加算   １日につき： 7日間限度 ２００円 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）      １月につき １００円 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）      １月につき ２００円 

配置医師緊急時対応加算 通常の勤務時間外の場合１回につき ３２５円 

配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間の場合 １回につき ６５０円 

配置医師緊急時対応加算 深夜の場合    １回につき １，３００円 

在宅サービスを利用したときの費用     １日につき ５６０円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）      １月につき ３円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）      １月につき １３円 

排泄支援加算（Ⅰ）          １月につき １０円 

排泄支援加算（Ⅱ）          １月につき １５円 

排泄支援加算（Ⅲ）          １月につき  ２０円 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）        １月につき ９０円 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）                １月につき １１０円 



ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）        １月につき ３０円 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）             １月につき ６０円 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算     １月につき ３３円 

自立支援促進加算                   １月につき ２８０円 

特別通院送迎加算（透析の為 1月に 12 回以上の通院介助）  １月につき ５９４円 

入退所前連携加算（Ⅰ）                １人につき ６００円 

入退所前連携加算（Ⅱ）                １人につき ４００円 

③体制加算（当事業所の職員状況に応じて、下記を加算する場合があります。） 
 １割負担の場合 

日常生活継続支援加算              １日につき ３６円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）           １日につき ２２円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）           １日につき １８円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）           １日につき ６円 

夜勤職員配置加算(Ⅰ) ロ               １日につき １３円 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）       １月につき １５０円 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）       １月につき １２０円 

夜勤職員配置加算(Ⅲ) ロ              １日につき １６円 

看護体制加算（Ⅰ）                 １日につき ４円 

看護体制加算（Ⅱ）                 １日につき ８円 

協力医療機関連携加算（Ⅰ）         １月につき ５０円 

協力医療機関連携加算（Ⅱ）         １月につき ５円 

安全対策体制加算                  入居時に１回 ２０円 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）     １月につき １０円 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）     １月につき ５円 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）            １月につき ４０円 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）            １月につき ５０円 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）           １月につき １００円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）        １月につき １０円 

④処遇改善加算  

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １４.０％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）  １３.６％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） １１.３％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ９.０％ 

①～③の合計利用料金に加算率を乗じた額 

(2) 介護保険の給付対象とならないサービス  

①食費（１日）             ②居住費（１日）     従来型個室    多床室 

※居住費、食費についての自己負担額については、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担

段階に応じた負担限度額とします。国で定めた基準費用額までは補足給付あり。 

※入院期間中においても、利用者は料金体系に基づいた居住費（自己負担分）を支払うものとします。ただし、入院

中に空床となったベッドを短期入所利用した場合ならびに介護保険の外泊時加算算定した場合は、居住費請求を行

いません。 

③事務管理費 ： 月額６００円（入居契約中、月単位で請求） 

④電気代 ： 1日あたり５０円（希望によりテレビ等の電気製品を持ち込むなどして使用の場合） 

 

上記利用料金の説明を受け、算定に同意いたします。   令和   年   月  日 

 

 

 

利用者氏名              ㊞  身元保証人氏名            印 

(続柄        ) 

基準費用額 １，４４５円  基準費用額 １，２３１円 ９１５円 

負
担
段
階 

第４段階 １，６００円  
負
担
段
階 

第４段階 １，２３１円 ９１５円 

第３段階② １，３６０円  第３段階 ８８０円 ４３０円 

第３段階① ６５０円  

第２段階 ３９０円  第２段階 ４８０円 ４３０円 

第１段階 ３００円  第１段階 ３８０円 ０円 


